
事 務 連 絡 

平成２３年６月１７日 

 

関係県廃棄物行政主管部（局）御中 

 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部  

廃棄物対策課  

 

災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について（依頼） 

 

被災地における生活環境を保全するためには、現在住民が生活を営む場所の近傍にある

災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策が重要です。これから夏を迎えようとしている

中、これらの対策が更に重要になるものと考えられます。 

災害廃棄物に起因する害虫や悪臭による日常生活圏への影響を低減する方法としては、①

日常生活圏から離れた場所に移動させること（仮置場を日常生活圏から離れた場所に設置す

ること、仮置場内の保管場所を日常生活圏への影響が少ない位置とすること等）又は②速や

かに中間処理を行うことが挙げられます。また、このような対応を直ちに行うことが困難な

場合の応急的な対策としては、当該災害廃棄物に消石灰を散布することや、消臭剤・殺虫剤

を噴霧することが挙げられます。 

なお、市町村等がこれらの応急的な対策を必要と判断する場合、災害等廃棄物処理事業の

一環として行うことが可能です。 

 

 このほか、災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策については、社団法人日本ペスト

コントロール協会、財団法人日本環境衛生センター及び公益社団法人におい・かおり環境協

会に相談窓口を設置しておりますので、参考までにお知らせします。 



○災害廃棄物の消毒及び災害廃棄物に起因する害虫の防除に関する御相談 

社団法人日本ペストコントロール協会 担当：茂手木（もてぎ） 

 ＴＥＬ：０３－５２０７－６３２１ ＦＡＸ：０３－５２０７－６３２３ 

 

○害虫の発生抑制に配慮した災害廃棄物の処理方法に関する御相談 

財団法人日本環境衛生センター 担当：武藤（むとう） 

 ＴＥＬ：０４４－２８８－４８７８ ＦＡＸ：０４４－２８８－５０１６ 

 

○災害廃棄物に起因する悪臭に関する御相談 

公益社団法人におい・かおり環境協会 担当：重岡（しげおか） 

 ＴＥＬ：０３－５８３５－０３１５ ＦＡＸ：０３－５８３５－０３１６ 

 

【本件に関する連絡先】            

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

廃棄物対策課 高橋、大野、宮田 

TEL 03-5501-3154（直通）、FAX 03-3593-8263 

E-mail  hairi-haitai@env.go.jp 

mailto:hairi-haitai@env.go.jp

